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令和６年度
入札結果（令和７年1月実施分）について
入札結果は、町ホームページにて
確認することができます。
また、右のＱＲコードから
読み込むことも可能です。
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大正・十和地域の方は各地域振興局にお問い合わせください。
大正 地域振興課　☎27-0111　
十和 地域振興課　☎28-5111

！ 休日水道修理当番は窪川地域のみです。

脱炭素社会の実現のため、一人一人のライフスタイ
ルの転換が重要です。宅配サービスは日時指定・置
き配・コンビニ受取りなどを活用し、できるだけ
1回で受け取りCO₂削減につなげましょう！

【お問い合わせ先】 環境水道課 　☎22-3119

クールチョイス
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13(木)3
月

4
月 農村環境改善センター 2階 第1会議室10:00～15:00 窪川 町民課 ☎22-3117

コミュニティセンターとおわ10:00～15:00 十和 十和町民生活課 ☎28-5112

大正地域振興局 2階 小会議室10:00～15:00 大正 大正町民生活課 ☎27-0112

月　日 時　間 地域 場　　所 電話番号

໐無料相談（秘密厳守です。）　
人権相談

8(火)
10(木)4

月

農村環境改善センター 2階 第1会議室10：00～15：00 窪川 総務課 ☎22-3111
大正地域振興局 2階 小会議室10：00～12：00 大正 大正地域振興課 ☎27-0111

10(木) 十和地域振興局 2階 第2会議室13：00～15：00 十和 十和地域振興課 ☎28-5111

【窪川】行政相談員　森　英真【大正・十和】行政相談員　山本　安弘1日行政相談

「2025年農林業センサス」にご協
力いただき、誠にありがとうございま
した。引き続き、統計業務へのご理解、
ご協力をよろしくお願いします。

農林業センサスのお礼腎臓機能の障がいを有する方に対し、透析医療機関までの通院費を助成します。

助成対象者

下記の①から③のいずれにも該当する方
　① 町内に住所を有する方
　② 腎臓機能の障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている方
　③ 人工透析療法のために医療機関へ通院する方
※医療機関による無料の送迎を利用して、通院している場合は対象外となります。

助成金の額
片道 ２km以上10km未満：月額1,000円
片道10km以上30km未満：月額3,000円
片道30km以上　　　　　：月額5,000円

申 請 方 法

助成金交付申請書と医療機関で証明してもらった通院証明書を下記期日までに
提出してください。
　● ４月から９月までの通院に関わるもの…………当該年度の10月末日まで
　●10月から翌年３月までの通院に関わるもの……翌年度の４月末日まで
※助成を希望される方は、下記お問い合わせまでご連絡をお願いします。

健康福祉課　☎22-3115　大正町民生活課　☎27-0112　十和町民生活課　☎28-5112

腎臓機能障害者通院費助成について

電話連絡か窓口にて手続きをお願いします。
口座振替でのお支払いを希望される方以外は、特に記入していただく申請書類などはありません。
※引っ越しの1週間前までにご連絡ください。

支払方法

手続方法

水道使用に関する手続きについて

【お問い合わせ先】　環境水道課　☎22-3119

3月、4月は引っ越しシーズンです。
水道の使用開始や中止の手続きを忘れずにお願いします。

【提出・お問い合わせ先】

引落日は、毎月25日（土・日・祝日の場合は翌営業日）です。
納付に行く手間や納付忘れもなくなり、おすすめです。

毎月郵送します。お近くのコンビニ、金融機関、スマホアプリ（LINE Pay・PayPay・楽天
銀行アプリ・PayB・auPAY・ファミペイ）にてお支払いいただけます。

（1）使用者番号（「水道等使用水量のお知らせ」や「納入通知書」に記載しています）
（2）住所（アパート名や部屋番号まで）　　（3）氏名 （水道使用者名）
（4）電話番号　　（5）引越日（使用を中止する日）　　（6）引越先の住所

●納付書払い

●口 座 振 替

四万十町内の取扱金融機関に備え付けている申込書に
必要事項を記入し、金融機関窓口に提出

口座振替の
申込方法

口座番号が確認できるもの（預貯金通帳など）、銀行のお届出印必要なもの

四国銀行・高知銀行・高知信用金庫・高知県農業協同組合・ゆうちょ銀行取扱金融機関

　使用を中止するときに、お知らせしていただく項目

※クレジットカードによるお支払いはできませんので、ご了承ください。

四万十町通信ー令和7年3月号四万十町通信ー令和7年3月号 1415


